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第５章 計画の実現に向けて 

 

５－１ 計画の推進体制 

 本計画の基本理念である「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでもスポーツを 生涯

スポーツ推進のまち・久喜市」を実現するためには、行政だけではなく、市民や地域、様々

なスポーツ団体等が互いの役割を補完し協働しながらスポーツ活動を推進することが重要で

す。そのため、効果的な計画の推進に向けて以下にそれぞれの役割を整理します。 

 

 

  市民一人ひとりが、生涯にわたり自らスポーツに親しみ、生き生きとした生活を送るこ

とが期待されます。 

 

 

  他のスポーツ関係団体や市と連携し、市民が自らスポーツに親しむことができる地区体

育祭など、スポーツを活用した市民の健康づくりや地域のコミュニティの醸成に取り組む

ことが期待されます。 

 

 

  ①久喜市体育協会  

   久喜市における体育・スポーツを推進し、市民の健康増進とスポーツ精神の高揚を図

り、市民生活の向上発展に寄与することが期待されます。 

  ②久喜市レクリエーション協会 

   レクリエーションをとおして、市民の心身の健康増進を図るとともに、レクリエーシ

ョン関係団体相互の連絡と協調を密にして、レクリエーション活動の推進を図ることが

期待されます。 

③久喜市スポーツ少年団 

   スポーツを通じて青少年の健全な心身の育成とともに、社会の一員としての資質の向

上を図るとともに、各少年団体の後援や指導育成を行うことが期待されます。 

④総合型地域スポーツクラブ 

   市や地域、関係団体、民間企業等と連携し、市民のスポーツ活動への参加機会の拡大

等、より積極的な活動が期待されます。また、市民の多様なニーズに対応し、スポーツ

の裾野を広げる役割が期待されます。 

（１）市  民 

（２）地  域 

（３）スポーツ関係団体 
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  スポーツ活動に関わる民間企業等は、市民がスポーツを主体的に行える活動の場と機会

を提供することが期待されます。 

 

 

  発達段階に応じて、子どもの体力・運動能力の向上を図るとともに、生涯にわたりスポ

ーツに親しむきっかけづくりの場としての役割が期待されます。 

 

 

  本計画の実施主体として、いつでも・どこでも・だれでも・いつまでもスポーツを楽し

み、ひいては地域の活力の向上や市民の健康の保持増進に繋げていけるよう、関係団体や

地域等と連携し、それぞれが主体的にスポーツ活動を推進していけるよう、事業の実施・

環境整備や助言等の支援を行っていきます。 

 

【推進体制のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（４）民間企業等 

（５）学校等 

（６）市 

基 本 理 念 
いつでも・どこでも・だれでも・いつまでもスポーツを 

生涯スポーツ推進のまち・久喜市 

主体的な活動・支援 
 

市 民 
 

地 域 

久  喜  市 

活動しやすい環境の整備と活動支援 

スポーツ活動の促進 
 

久喜市体育協会 
 

久喜市レクリエーション協会 
 

久喜市スポーツ少年団 

スポーツ活動の場づくり 
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民間企業等 
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５－２ 計画の進行管理 

スポーツ推進審議会に、計画の実施状況とその成果について報告を行います。 

そして、効率的なスポーツ推進のため、計画・実施・点検・改善の「Ｐｌａｎ（計画）→

Ｄｏ（実行）→Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）→Ａｃｔｉｏｎ（改善）サイクルを確立し、計画

の進行管理と点検を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐｌａｎ【計画】 

計画を策定・見直し 

Ｄｏ【実行】 

事業の実施 

Ｃｈｅｃｋ【点検・評価】 

取り組み状況の点検・評価 

Ａｃｔｉｏｎ【改善】 

推進方法の見直し・改善 

新たな取り組みの検討 

 


